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1．「新技術等実証制度」（規制のサンドボックス制度）について 

生産性向上特別措置法（平成 30 年 6 月 6 日施行。以下「法」という。）に基づき、新

しい技術やビジネスモデルを用いた事業活動を促進するため、新技術等実証制度

（いわゆる「規制のサンドボックス制度」）が創設されました。本制度は、期間や参加者

を限定すること等により、既存の規制の適用を受けることなく、新しい技術等の実証を

行うことができる環境を整えることで、迅速な実証を可能とするとともに、実証で得ら

れた情報・資料を活用できるようにして、規制改革を推進する制度です。 

 

2. 認定プロジェクトについて 

規制のサンドボックス制度について、以下の新技術等実証計画（以下「実証計画」

という。）が事業者より主務大臣へ申請されました。申請を受けた主務大臣は、実証

計画に対する見解を革新的事業活動評価委員会（以下「委員会」という。）へ送付す

るとともに、これに対し委員会から通知された意見を踏まえ、以下の実証計画を認定

しました。 

 

「なりすましによる不正な口座開設の防止に関する実証」 

 

3. 今後の展望について 

実証計画に基づく実証の終了後は、法第 20 条に基づき、当該実証計画に規定さ

れた新技術等関係規定を所管する大臣は、規制の特例措置の整備及び適用の状況、

諸外国における同様の規制の状況、技術の進歩の状況等を踏まえて検討を加え、そ

の結果に基づき、規制の撤廃又は緩和のために必要な法制上の措置その他の措置

を講ずるものとします。 

また、委員会は実証の終了後、当初の評価どおりに当該実証が革新的事業活動

の実施につながったかどうかの確認を行います。 

 

 

 



【問い合わせ先】   

〇「新技術等実証制度」（規制のサンドボックス制度）に関するお問い合わせ先                      

内閣官房 日本経済再生総合事務局 新技術等社会実装推進チーム 

内閣府  大臣官房企画調整課 革新的事業活動評価委員会事務局 

参事官：中原 

担当者：企画官 田邉、参事官補佐 八牧 

電 話：03－5253－2111（内線 84834） 

03－3581－0769（直通）   

（規制のサンドボックス制度 政府一元的総合窓口） 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/regulatorysandbox.html 

 

〇 本実証に関するお問い合わせ先 

（電気事業法に関するお問い合わせ先） 

経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力産業・市場室 

室 長：下村 

担当者：課長補佐 山田、係長 平井 

電 話： 03-3501-1511（内線 4741～6） 

03-3501-1748（直通） 

 

（個人情報保護法に関するお問い合わせ先） 

個人情報保護委員会事務局 

参事官：佐脇 

担当者： 企画官 髙木、参事官補佐 竹内 

電 話：03-6457-9680（代表） 

  03-6457-9763（直通） 

 

（本実証内容に関するお問い合わせ先） 

経済産業省 商務情報政策局 サイバーセキュリティ課 

課 長：奥家 

担当者：課長補佐 木村、課長補佐 石見、係長 元木 

電 話： 03-3501-1511（内線 3964～6） 

03-3501-1253（直通） 

 

 

 

 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/regulatorysandbox.html


 （本制度に関するお問い合わせ先） 

経済産業省 経済産業政策局 新規事業創造推進室 

室 長：福本 

担当者：課長補佐 黒藪、課長補佐 太田 

電 話： 03-3501-1511（内線 2536～9） 

03-3501-1628（直通） 

 

〇 認定事業者お問い合わせ先 

株式会社カウリス  

担当者：島津 

電 話：03-4520-7975（代表） 

 

関西電力株式会社 送配電カンパニー 

企画部 新規事業グループ 

担当者：芦谷、安喰、加藤 

電 話：050-7104-4073（代表） 

     050-7106-0680（直通） 

     




